
- 0 - 

 

別冊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この別冊では、 

① 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付（震災特例法 15） 

② 仮決算の中間申告による所得税額の還付（震災特例法 16） 

の適用を受ける場合の、申告書、請求書、明細書等の記載例を設例に基づき

示しています。 

申告及び還付請求する際の参考にしてください。 
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震災損失の繰戻しによる法人税額の還付（震災特例法第

15 条）及び仮決算の中間申告による所得税額の還付（同

法第 16条）の適用を受ける場合の申告書等の記載例 
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申告及び還付請求を行うに当たり作成することとなる順に、その様式を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成する申告書、請求書等の様式名と 

作成の順序（単体申告分） 

 

 

 

 

 

 

震災損失の繰戻しによる法人税

額の還付（震災特例法 15） 

仮決算の中間申告による所得税

額の還付（震災特例法 16） 

１ 災害損失特別勘定の損金算

入に関する明細書 

 

２ 震災により生じた損失の額

に関する明細書 

 

３ 別表７(1)（欠損金又は災害損

失金の損金算入に関する明細書） 

 

４ 繰戻対象震災損失金額に関

する明細書 

 

５ 震災損失の繰戻しによる還

付請求書 

 

６ 別表１(1)（確定申告書） 

 

１ 別表６(1)（所得税額の控除及

びみなし配当金額の一部の控除に

関する明細書） 

３ 震災により生じた損失の額

に関する明細書 

 

４ 別表７(1)（欠損金又は災害損

失金の損金算入に関する明細書） 

 

５ 別表１(1)（仮決算による中間

申告書） 

２ 災害損失特別勘定の損金算

入に関する明細書 
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○ 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付 

［答］ 

１．震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求を行う場合の手続きについて 

震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求を行う場合には、「震災損失の繰戻しによる還

付請求書」を作成し、確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署に提出する必要があり

ます（震災特例法 15①）。 

なお、還付請求書の提出は確定申告書の提出と同時に行うことが原則ですが、周知期間を設

ける観点から、平成 23 年３月 11 日を含む事業年度分の法人税の確定申告書を同年６月 30 日

までに提出した法人については、同年７月 31 日までに還付請求書の提出を行えばよいことと

されています（震災特例法附則５）。 

 

２．申告書等の記載の仕方について 

震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求を行うに当たって作成が必要な申告書、請求書、

明細書などについて、記載例により説明します。 

 

［設例１］震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求を行う場合 

  

 当社（㈱Ａ、年１回３月決算、資本金 10億円）は、当期（自平成 22年４月１日至平成 23年

３月 31 日）において震災による損失の額（震災損失金額）が生じたことから、震災特例法第 15

条((震災損失の繰戻しによる法人税額の還付))の規定を適用し、震災損失の繰戻しによる法人税

額の還付請求を行いたいと考えていますが、請求の手続きや申告書の書き方はどのようになり

ますか。 

  なお、前々期（自平成 20年４月１日至平成 21 年３月 31日）、前期（自平成 21年４月１日至

平成 22 年３月 31 日）及び当期の所得金額、欠損金額、法人税額などの状況は、下図のとおり

です。 
 

         前々期        前期        当期 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

当期における震災損失金額（12,000,000円）の内訳 

(1) 棚卸資産に係る滅失等による損失 4,000,000円 

(2) 機械及び装置に係る滅失等による損失 2,000,000 円及び原状回復の費用 1,000,000円 

(3) 建物に係る修繕費等の見積額として計上した災害損失特別勘定の繰入額 5,000,000 円 

    なお、(1)及び(2)の損失について、当期中に保険金等で補塡されたものはありません。 

 

欠損金額 

5,000,000 円 

 
所得金額 

15,000,000 円 
 

法人税額 
4,500,000 円 

 
 

欠損金額 

15,000,000円 

 

繰戻し 

 
震災損失 
金 額 

12,000,000 円 

20.4.1 21.4.1 22.4.1 23.3.31 

当期 

 

前々期 前期 
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被災資産の当期末における帳簿価

額を記載します。 設

例

に

つ

き

、

記

載

を

省

略

し

ま

す

。 

被災資産の当期末における時価を

記載します。 

災害のあった日から１年を経過す

る日までに支出すると見込まれる

修繕費用等の見積額のうち、翌期以

後に支出すると見込まれる金額を

記載します。その他詳細は、この明

細書の裏面の“記載の仕方”の４(3)

をご覧ください。 

この明細書の裏面の“記載の仕方”

の４(3)ハ～ヘをご覧ください。 

(11),(12),(16)のうち多い額を記

載します。設例の場合、5,000,000

円と記載します。 

１．「災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書」の作成 

災害損失特別勘定の繰入れを行う場合に作成します。 

設例の場合、建物に係る繰入額 5,000,000 円を記載します。 

この金額を２

で 作 成 す る

「震災により

生じた損失の

額に関する明

細書」の災害

損失特別勘定

の計欄へ転記

します。 
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２．「震災により生じた損失の額に関する明細書」の作成 

別表７⑴の明細書として作成します。 

設例の場合、①棚卸資産に係る滅失等による損失額 4,000,000 円、②機械及び装置に係る滅

失等による損失額 2,000,000 円及び原状回復の費用の額 1,000,000 円、③災害損失特別勘定の

繰入額 5,000,000 円をそれぞれ記載します。 

 

３．別表７⑴「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」の作成 

「５」欄から「10」欄の外書に、東日本大震災に係る震災損失金額を記載します。 

白色申告法人における「震

災損失の繰戻し額」を記載

します。 

青色申告法人における 

①「震災損失の繰戻し額」、

②「青色欠損金の繰戻し額」

の合計額を記載します。 

この金額を４で作成する

「繰戻対象震災損失金額

に関する明細書」の｢1」

欄へ転記します。 

災害損失特別勘定の繰入額

がある場合には、（｢5｣欄+

｢6｣欄）の金額と一致しない

ことになります。 

３で作成する別表７(1)の該

当欄へそれぞれ転記します。 

（棚卸資産分を合計して） 

別表７(1)｢7｣①欄の外書へ 

（固定資産分を合計して） 

別表７(1)｢7｣②欄の外書へ 

別表７(1)｢7｣③欄の外書へ 

別表７(1)｢5｣の

各欄の外書へ 

別表７(1)｢6｣の

各欄の外書へ 

｢4｣③欄と｢9｣③欄の外書の

うち少ない金額を記載します。 
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３で作成した別表７ (1)の

｢10｣③欄の外書の金額を記載

します。 

複数の還付所得事業年度に繰り

戻す場合に、繰り戻す金額の内訳

を記載します。 

当該還付所得事業年度につ

いて、既に、「震災損失の繰

戻し」又は「青色欠損金の

繰戻し」の適用を受けた場

合には、その繰り戻しを行

った所得金額又は法人税額

を金額を記載します。 

当該還付所得事業年度につい

て、既に「震災損失の繰戻し」

又は「青色欠損金の繰戻し」

の適用を受けた場合には、そ

の繰戻しを行った所得金額又

は還付を受けた法人税額を記

載します。 

４．「繰戻対象震災損失金額に関する明細書」の作成 

震災損失の繰戻しによる還付請求書の付表として作成し、繰戻対象震災損失金額をいずれの還

付所得事業年度に繰り戻すかを明らかにします。 

５．「震災損失の繰戻しによる還付請求書」の作成 

「繰戻対象震災損失金額に関する明細書」に記載した繰り戻す繰戻対象震災損失金額を基に、

還付所得事業年度ごとに「還付請求書」を作成します。 

この金額を

５で作成す

る「震災損

失の繰戻し

による還付

請求書」の

｢ 2 ｣欄へ転

記します。 

４で作成した「繰戻対象震災

損失金額に関する明細書」の

｢3｣欄の金額を記載します。 

この金額を６で作成する

別表１(1)の｢18｣欄の外

書へ転記します。 
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５で作成した「還付請求書」

の｢15｣欄の金額を記載します

が、申告時に還付を受けてい

ない金額は外書します。 

したがって、この申告と同時

に還付を請求する場合には、

還付請求金額は外書します。 

還付所得事業年度に繰

り戻した金額を控除し

た残額を記載します。 

６．別表１(1)「確定申告書」の作成 

還付請求税額及び翌期へ繰り越す欠損金額を記載します。 

この設例における申告書別表１⑴は、次のとおりとなります。 
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［答］ 

１．震災特例法第 15 条の震災損失の繰戻しによる還付請求を行う場合の手続きについて 

［設例１］と同様、還付請求書を作成し、確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署

に提出する必要があります（震災特例法 15①）。 

なお、還付請求書の提出は確定申告書の提出と同時に行うことが原則ですが、周知期間を設

ける観点から、平成 23 年３月 11 日を含む事業年度分の法人税の確定申告書を同年６月 30 日

までに提出した法人については、同年７月 31 日までに還付請求書の提出を行えばよいことと

されています（震災特例法附則５）。 
 

２．法人税法第 80条の青色欠損金の繰戻しによる還付請求を行う場合の手続きについて 

上記１の手続きと同様、確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署に還付請求書を提

出する必要があります（法人税法 80①）。 

［設例２］震災損失の繰戻しと青色欠損金の繰戻しとを同時に行う場合 
 

  当社（㈱Ｂ、年１回３月決算、資本金 1,000万円）は、当期（自平成 22 年４月１日至平成 23

年３月 31日）において震災による損失の額（震災損失金額）が生じたことから、震災特例法第

15条((震災損失の繰戻しによる法人税額の還付))の規定を適用し、震災損失の繰戻しによる法人

税額の還付請求を行いたいと考えています。 

また、当社は、青色申告法人である中小企業者等に該当することから、前期（自平成 21年４

月１日至平成 22 年３月 31 日）への繰戻しについては、法人税法第 80条((欠損金の繰戻しによ

る還付))により、青色欠損金の繰戻し還付制度の適用を併せて受けたいと考えています。 

この場合の当期の請求の手続きや申告書の書き方はどのようになりますか。 

なお、前々期（自平成 20 年４月１日至平成 21 年３月 31 日）、前期及び当期の所得金額、欠

損金額、法人税額などの状況は、下図のとおりです。 
 

         前々期        前期        当期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

当期における震災損失金額（12,000,000円）の内訳については、［設例１］と同様です 

（２ページをご覧ください。）。 

 

 

 

 

 

繰戻し 
(法人税法 80条) 

500万円 

 
所得金額 

10,000,000 円  
法人税額 

2,360,000 円 

欠損金額 

15,000,000円 

 

所得金額 

12,000,000円 

法人税額 

2,640,000円 
     

震災損失 
金 額  

12,000,000 円 

繰戻し 
(震災特例法 15条) 
1,000万円 

(300万円) 

20.4.1 21.4.1 22.4.1 23.3.31 

前期 当期 前々期 

 
上記以外の損失
3,000,000円 

(注) 

青色申告法人における震災損失金額は、青色欠損金に該当しますので、当該震災損失金額の全部又は一部につき、

「震災特例法の規定による繰戻し」、「青色欠損金の繰戻し」のいずれかの規定を選択することができます。 
 
⇒ ２年前の事業年度への繰戻しは震災特例法第 15 条を適用することになりますが、１年前の事業年度へ繰り戻す

場合には、震災特例法第 15条と法人税法第 80条のいずれかの規定を適用することもできるため、この設例におい

ては、震災損失金額以外の金額と合わせて「青色欠損金の繰戻し」を行い、請求手続きの簡素化を図っています。 

(200万円) 
（注） 
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法人税法第 80 条の規定については、請求期限の延長規定は設けられていませんので、確定

申告書の提出期限までに提出することに注意してください。 

 

３．申告書等の記載の仕方について 

震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求を行うに当たって作成が必要な申告書、請求書、

明細書などについて、記載例により説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書」の作成 

設例の場合、建物に係る繰入額 5,000,000 円について記載します。 

２．「震災により生じた損失の額に関する明細書」の作成 

設例の場合、①棚卸資産に係る滅失等による損失額 4,000,000 円、②機械及び装置に係る滅

失等による損失額 2,000,000 円及び原状回復の費用の額 1,000,000 円、③災害損失特別勘定の

繰入額 5,000,000 円をそれぞれ記載します。 

 

中段以下は省略します（［設例１］と同様ですので、

３ページをご覧ください。）。 

 

この金額を２で作

成する「震災によ

り生じた損失の額

に関する明細書」

の災害損失特別勘

定の計欄へ転記し

ます。 

３で作成する別表７(1)の該

当欄へそれぞれ転記します。 

（棚卸資産分を合計して） 

別表７(1)｢7｣①欄の外書へ 

（固定資産分を合計して） 

別表７(1)｢7｣②欄の外書へ 

別表７(1)｢7｣③欄の外書へ 

別表７(1)｢5｣の

各欄の外書へ 

別表７(1)｢6｣の

各欄の外書へ 
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３．別表７⑴「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」の作成 

「５」欄から「10」欄の外書に、東日本大震災に係る震災損失金額を記載します。 

青色申告法人における 

①「震災損失の繰戻し額」、

②「青色欠損金の繰戻し額」

の合計額を記載します。 

10 ページの還付請求書を作

成した後に記載します。 

この金額を４で作成する

「繰戻対象震災損失金額

に関する明細書」の｢1」欄

へ転記します。 

災害損失特別勘定の繰入

額がある場合には、（｢5｣

欄+｢6｣欄）の金額と一致し

ないことになります。 

 

４．「繰戻対象震災損失金額に関する明細書」の作成 

震災損失の繰戻しによる還付請求書の付表として作成し、繰戻対象震災損失金額をいずれの還

付所得事業年度に繰り戻すかを明らかにします。 

(注) この記載例では、①21/3 期への繰戻額を 10,000,000 円（震災特例法第 15 条適用）、②22/3 期

への繰戻額を 5,000,000円（法人税法第 80条適用）として作成しています。 

  
繰戻対象震災損失金額をいずれの事業年度にいくら繰り戻すか、また、法人税法第 80条の規

定の適用を受ける金額と震災特例法第15条の規定の適用を受ける金額とをどのように区分する

かは、法人の計算によることとされています。 

11 ページに、区分をするに当たり留意すべき点を記載しましたので、手続きの際の参考とし

てください。 

５で作成する「震

災損失の繰戻しに

よる還付請求書」

の｢2｣欄へ転記し

ます。 

３で作成した別表７(1)の｢10｣③

欄の外書の金額を記載します。 

｢4｣③欄と｢9｣③欄の外書

のうち少ない金額を記載

します。 
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５．「震災損失の繰戻しによる還付請求書」及び「欠損金の繰戻しによる還付請求書」の作成 

４で作成した「繰戻対象震災損失金額に関する明細書」に記載した繰り戻す繰戻対象震災損失

金額などを基に、還付所得事業年度ごとに「還付請求書」を作成します。 

４で作成した「繰戻対象震災

損失金額に関する明細書」の

｢3｣欄の金額を記載します。 

 

前１年以内に開始する事業年

度に繰り戻すこととした青色

欠損金額（この設例では、

5,000,000 円）を記載します。 

還付金額の合計額 3,460,000円

を６で作成する別表１(1)の

｢18｣欄の外書へ転記します。 

《21年 3月期への繰戻しに係る還付請求書》 

《22年 3月期への繰戻しに係る還付請求書》 

21/3 期へ繰り戻す繰戻

対 象 震 災 損 失 金 額

10,000,000 円と 22/3 期

へ繰り戻す青色欠損金

額 5,000,000 円との合計

額 15,000,000 円を３で

作成する別表７ (1)の

「欠損金の繰戻し額」欄

へ転記します。 
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【繰戻対象震災損失金額と青色欠損金額がある場合の繰戻し還付】（震災特例法通達 15－６） 

青色申告法人である中小企業者等にあっては、震災特例法第 15条の規定により繰戻し還付を受ける震

災損失金額以外の青色欠損金について、法人税法第 80条第１項の規定の適用を受けることができます。 

(注) 震災損失金額とそれ以外の青色欠損金額を有する場合において、これらの欠損金額を前１年間に開

始する事業年度に繰り戻す場合には、これらの欠損金額を区分することなく、その合計額について法

人税法第 80条第１項の規定の適用を受けることとすることもできます。 

この場合には、「震災損失の繰戻しによる還付請求書」の作成は行わず、「欠損金の繰戻しによる還

付請求書」のみを作成することになりますが、還付請求税額や翌期へ繰り越す欠損金額は、それぞれ

を区分して２つの還付請求書を作成する場合と同様の結果となります。 

 

【還付所得事業年度が２以上ある場合の繰戻し還付】（震災特例法通達 15－７） 

還付所得事業年度が２以上ある場合に、そのいずれに繰り戻すかは法人の計算によりますが（震災特例

法通達 15－７）、一般に、還付所得事業年度における税負担割合（法人税額÷所得金額）が高い事業年度

に繰り戻すと還付税額が多くなります。 

 

６．別表１(1)「確定申告書」の作成 

還付請求税額及び翌期に繰り越す欠損金額を記載します。 

この設例における申告書別表１(1)は、次のとおりとなります。 

５で記載した２つの「還付請

求書」の還付金額の合計額を

外書として記載します。 

この設例では、 

①21/3期分 2,360,000円と、 

②22/3 期分 1,100,000 円と

の合計額 3,460,000 円を記

載します。 

繰戻し還付請求を行う場合の留意点 
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［設例３］中間申告で震災損失の繰戻しを行った後、確定申告においても震災損失の繰戻しを行う

場合 
 

  当社（㈱Ｃ、年１回９月決算、資本金 10億円）は、当期（自平成 22年 10月１日至平成 23年

９月 30 日）に係る中間期間（自平成 22年 10 月１日至平成 23年３月 31日）について、平成 23

年５月に仮決算による中間申告を行い、前期（自平成 21年 10 月１日至平成 22 年９月 30日）を

還付所得事業年度として、震災損失の繰戻し還付請求を行っています（繰り戻した震災損失金額

は 5,000,000円）。 

この度、当期の確定申告書の作成に当たり、中間申告後に生じた震災損失金額を対象として、

改めて震災損失の繰戻し還付請求を行いたいと考えていますが、仮決算時に繰戻し還付請求した

金額をどのように処理すればよいのかなど、申告書や請求書の記載に当たり留意すべき点を教え

てください。 

  なお、前期及び当期の所得金額、欠損金額、法人税額などの状況は下図のとおりです。 
 

 

            前期       当期（中間期間） 

                                                                                                         

 

 

 

 

   
 
 

 

             前期            当期 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）確定申告書の欠損金額は、中間期間で繰り戻した震災損失金額を控除した 10,000,000 円

となります（18ページ参照）。 
 

（参考） 

１ 中間期間における震災損失金額（5,000,000円）の内訳 

建物に係る修繕費等の見積額として計上した災害損失特別勘定の繰入額 5,000,000円 
                       

２ 確定申告における震災損失金額（12,000,000 円）の内訳 

(1) 建物に係る修繕費の支出額 5,000,000 円 

 (2) 機械及び装置に係る原状回復の費用 7,000,000 円 

     なお、これらの損失について、当期中に保険金等で補塡されたものはありません。 

 

所得金額 

20,000,000円 

法人税額 

6,000,000 円 

欠損金額 

7,000,000円 

 

繰戻し 

欠損金額 

15,000,000円

(注) 

 

中間期間で繰り戻し

た 5,000,000 円を除

いた 7,000,000 円の

繰戻しを行います。 

 震災損失 
金 額 

5,000,000円 

 

所得金額 

20,000,000円 

法人税額 

6,000,000 円 

 

   
震災損失 
金 額 

12,000,000 円 

21.10.1 22.10.1 

23.3.31 

23.9.30 

繰戻し 

21.10.1 22.10.1 23.9.30 

《中間申告時》 

《確定申告時》 

前期 当期 

（中間期間） 

前期 当期 
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［答］ 

○ 申告書等の記載の仕方について 

震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求を行うに当たって作成が必要な申告書、請求書、

明細書などについて、記載例により説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書」の作成 

設例の場合、建物に係る繰入額 5,000,000 円について記載します。 

中段以下は省略します（［設例１］と同様ですので、

３ページをご覧ください。）。 

 

２．「震災により生じた損失の額に関する明細書」の作成 

設例の場合、災害損失特別勘定の繰入額 5,000,000 円を記載します。 

 

この金額を２で作

成する「震災によ

り生じた損失の額

に関する明細書」

の災害損失特別勘

定の計欄へ転記し

ます。 

別表７(1)｢7｣③欄の外書へ 

《中間申告分の記載要領》 
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３．別表７⑴「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」の作成 

「５」欄から「10」欄の外書に、東日本大震災に係る震災損失金額を記載します。 

中間申告の場合

は、翌期に繰り越

す欠損金額は生じ

ないため、空欄と

します。 

４．「繰戻対象震災損失金額に関する明細書」の作成 

震災損失の繰戻しによる還付請求書の付表として作成し、繰戻対象震災損失金額をいずれの還

付所得事業年度に繰り戻すかを明らかにします。 

この金額を５で作成する

「震災損失の繰戻しによる

還付請求書」の｢2｣欄へ転記

します。 

この金額を４で作

成する「繰戻対象

震災損失金額に関

する明細書」の｢1」

欄へ転記します。 

災害損失特別勘定

の繰入額がある場

合には、（｢5｣欄+

｢6｣欄）の金額と一

致しないことにな

ります。 

 

３で作成した別表７(1)の｢10｣③

欄の外書の金額を記載します。 

｢4｣③欄と｢9｣③欄

の外書のうち少な

い金額を記載します。 
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５．「震災損失の繰戻しによる還付請求書」の作成 

「繰戻対象震災損失金額に関する明細書」に記載した繰り戻す繰戻対象震災損失金額を基に、

還付所得事業年度ごとに「還付請求書」を作成します。 

４で作成した「繰戻対象震災

損失金額に関する明細書」の

｢3｣欄の金額を記載します。 

 

この金額を６で作成する

別表１(1)の｢18｣欄の外

書へ転記します。 

【ご注意】 

中間申告で震災損失金額の繰戻し還付請求を行った場合には、確定申告時に、その還付請求の

対象となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額を益金の額に算入することとなります。 

設例の場合、5,000,000円を益金の額に算入します。 

確定申告を行う際の別表４の記載要領は、18 ページに記載していますので、ご参照ください。 
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６．別表１⑴「確定申告書」の作成 

還付請求税額を記載します。 

この設例における申告書別表１⑴は、次のとおりとなります。 

５で作成した「還付請

求書」の｢15｣欄の金額

を外書します。 

中間申告では、翌期へ

繰り越す欠損金額の欄

は記載しません。 
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１．「災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書」の作成 

中間期間において災害損失特別勘定への繰入れを行った金額以外の繰入れを確定申告時に行

わない場合には、この明細書を作成する必要ありません。 

設例の場合は、該当がありません。 

２．「震災により生じた損失の額に関する明細書」の作成 

当期における震災損失金額をその内訳に応じて、それぞれ該当欄へ記載します。 

なお、災害損失特別勘定の金額を有している場合において、その災害損失特別勘定に係る資

産につき修繕費用等の支出をしたときには、その災害損失特別勘定に相当する金額を修繕費用

等の額の上段に△を付して記載します。 

設例の場合、建物に係る災害損失特別勘定の金額 5,000,000 円に△を付して記載します。 

 

原状回復の費用等の支出をした場合におい

て、その費用等に係る災害損失特別勘定の

金額を有しているときには、その災害損失

特別勘定に相当する金額を修繕費用等の額

の上段に△を付して記載します。 

中間申告において繰

り入れた災害損失特

別勘定の金額につい

ても、確定申告時に改

めて記載します。 

３で作成する別表７

(1)の該当欄へそれぞ

れ転記します。 

（固定資産分を合計して） 

別表７(1)｢7｣②欄の

外書へ 

別表７(1)

｢7｣③欄の

外書へ 

別表７(1)

｢6｣③欄の

外書へ 

別表７(1)

｢5｣③欄の

外書へ 

《中間申告で繰戻し還付請求をした後に、確定申告においても繰戻

し還付請求を行う場合の確定申告書等の記載要領》 
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３．別表７⑴「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」の作成 

「５」欄から「10」欄の外書に、東日本大震災に係る震災損失金額を記載します。 

中間申告で震災損失金額の繰戻し還付請求

を行った場合、確定申告時に、その還付請求

の対象となった繰戻対象震災損失金額に相

当する金額（設例では、5,000,000 円）を“差

引計「41」欄”の外書に記載します。 

「44」欄の金額は、「41」欄に外書した金額

を加算した金額となります。 

設例の場合、△15,000,000 円と 5,000,000

円とを合計した△10,000,000 円となります。 

２で作成した「震災により生じた損失の額に

関する明細書」の合計の金額と一致します 

（中間期間において繰り入れた災害損失特

別勘定の金額も含めて記載します。）。 

原則として｢7｣欄-｢8｣欄の金額を記載しますが、中間申

告において繰戻還付請求の対象とした震災損失の金額

がある場合には、その金額を控除して記載します。 

設例の場合、｢7｣欄の 12,000,000 円から 5,000,000 円

を控除した 7,000,000 円を記載します。 

【参考】別表４「所得の金額の計算に関する明細書」の作成 

中間申告で震災損失金額の繰戻し還付請求を行った場合には、確定申告時に、その還付請求の

対象となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額を益金の額に算入することとなります。 

設例の場合、5,000,000円を益金の額に算入します。 

 

この金額を３で作成する別表７(1)の

当期分の欠損金額欄へ転記します。 

別表４の「44」①欄から転

記します。 

この金額を４で作成する「繰戻対

象震災損失金額に関する明細書」

の｢1」欄へ転記します。 

｢4｣③欄と｢9｣

③欄の外書の

うち少ない金

額を記載します。 



- 19 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．「繰戻対象震災損失金額に関する明細書」の作成 

震災損失の繰戻しによる還付請求書の付表として作成し、繰戻対象震災損失金額をいずれの還

付所得事業年度に繰り戻すかを明らかにします。 

この金額を５で作成する「還付

請求書」の｢2｣欄へ転記します。 

５．「震災損失の繰戻しによる還付請求書」の作成 

「繰戻対象震災損失金額に関する明細書」に記載した繰り戻す繰戻対象震災損失金額を基に、

還付所得事業年度ごとに「還付請求書」を作成します。 

中間申告の際に繰戻還

付を行った金額を記載

します。 

中間申告の際に行った

繰戻還付により還付を

受けた法人税額を記載

します。 

３で作成した別表７(1)の｢10｣③

欄の外書の金額を記載します。 

この金額を６で作成する別表１(1)

の｢18｣欄の外書へ転記します。 

４で作成した「繰戻対象

震災損失金額に関する

明細書」の｢3｣欄の金額

を記載します。 
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６．別表⑴「確定申告書」の作成 

還付請求税額及び翌期に繰り越す欠損金額を記載します。 

この設例における申告書別表１⑴は、次のとおりとなります。 

中間申告の際に還付請求を行った税額 1,500,000 円

について、確定申告時までに還付を受けた場合には、

その金額を本書します。 

確定申告の際に還付請求を行う税額 2,100,000 円は

外書します。 
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当期が｢2」欄に記載された日の属する事

業年度である場合には、｢4｣欄-｢5｣欄の金

額と期首の災害損失特別勘定の金額との

いずれか少ない金額を記載します。 

設例の場合、5,000,000 円と記載します。 

【参考】 

この［設例３］のように、 

①中間期間で災害損失特別勘定の繰入れを行い、 

②その災害損失特別勘定の対象とした資産について、中間期間を含む事業年度で修繕費等の支出をし

た場合には、 

確定申告の際に、中間期間で計上した災害損失特別勘定の金額のうち当該修繕費等の金額に相当する

金額を益金の額に算入することとされています。 

ここでは、「災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書」の記載例を示します。 
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○ 仮決算の中間申告による所得税額の還付 

［答］ 

○ 申告書等の記載の仕方について 

仮決算による中間申告において、所得税額の還付を受けるに当たって作成が必要な申告書や

明細書などについて、記載例により説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

［設例４］仮決算の中間申告において所得税額の還付を受ける場合 
 

  当社（㈱Ｄ、年１回９月決算、資本金 1,000 万円）は、当期（自平成 22 年 10 月１日至平成

23年９月 30日）に係る中間期間（自平成 22年 10月１日至平成 23 年３月 31 日）において震災

による損失の額（震災損失金額）が生じたことから、仮決算による中間申告書を提出すること

により、受取配当金に課された源泉所得税額の還付を受けたいと考えています。 

この場合の申告書の書き方はどのようになりますか。 

  なお、所得金額、所得税の額等の状況は次のとおりです。 
  

 ○ 中間期間[22.10.１～23.３.31] 

   所得金額 ･･･････････････････････ 1,000,000 円 

   法人税額 ･･･････････････････････   180,000 円 

震災損失金額 ･･･････････････････  500,000 円 

   受取配当金に係る所得税額 ･･･････  800,000 円 
  

 （参考） 

  震災損失金額（500,000 円）は、機械及び装置に係る滅失等による損失の額です。 

 

１．別表６⑴「所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書」の作成 

当期中に支払を受ける利子・配当等について課された所得税の額について、当期の所得に対

する法人税の額からその所得税の額の控除を受ける場合に作成します。 

設例の場合、受取配当金に係る所得税額800,000円について記載します。 

５で作成する別表１(1)｢16｣欄（所得税額等の還付

金額）の記載を行う際に、必要な金額となります。

詳しくは、24ページをご覧ください。 

（Ｂ） 
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２．「災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書」の作成 

災害損失特別勘定の繰入れを行う場合に作成します。 

設例の場合は、該当がありません。 

３．「震災により生じた損失の額に関する明細書」の作成 

設例の場合、機械及び装置の滅失等による損失額 500,000 円を記載します。 

 

（固定資産分を合計して） 

別表７(1)｢7｣②欄の

外書へ 

別表７(1)｢7｣③欄の

外書へ 

４で作成する別表７

(1)の該当欄へそれぞ

れ転記します。 

４．別表７⑴「欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書」の作成 

「５」欄から「10」欄の外書に、東日本大震災に係る震災損失金額を記載します。 

（Ｃ）

② 

３で作成した「震災により生じ

た損失の額に関する明細書」の

合計の金額と一致します。 

５で作成する別表１(1)｢16｣欄（所

得税額等の還付金額）の記載を行う

際に、必要な金額となります。詳し

くは、24 ページをご覧ください。 

｢4｣③欄と｢9｣③欄の外

書のうち少ない金額を

記載します。 
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５．別表１⑴「確定申告書」の作成 

所得税額等の還付金額を記載します。 

この設例における申告書別表１⑴は、次のとおりとなります。 

（Ａ）

② 

○ 所得税額等の還付金額「16」欄の記載の仕方について 

次の金額のうち、いずれか少ない金額を記載します（設例の場合は 500,000 円となります。）。 

（Ａ） 別表１(1)｢46｣欄の金額（設例の場合は 620,000円） 

（Ｂ） 別表６(1)｢6｣の③欄の金額（設例の場合は 800,000円） 

（Ｃ） 別表７(1)｢9｣の③欄の外書の金額（設例の場合は 500,000円） 
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○【別表６(1)の記載要領】 

 
 

 

 

 

 

 

○【別表１（1）の記載要領】 
 

 

中間申告において還付を受けた所得税額を、

｢6｣③欄の内書として記載します。 

別表６(1)の｢6｣③欄の金額 1,200,000 円から内書として

記載した金額 500,000 円を控除した金額を、別表１(1)

の｢42｣欄へ記載します。 

設例の場合、700,000円となります。 

【参考】 

仮決算による中間申告で所得税額等の還付を受けた法人が、その後、その中間期間を含む事業

年度の確定申告書を提出する場合の確定申告書の記載の仕方は、次のようになります。 

（設例：年１回９月決算法人と仮定） 

中間期間における所得税額（受取配当分） ･･･････････ 800,000 円 

上記のうち還付を受けた所得税額 ･･･････････････････ 500,000 円 

 

通年における所得税額（受取配当分） ･････････････ 1,200,000 円 

 


